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秋
田
県
条
例
第
四
十
四
号

秋
田
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章
　
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
認
定
及
び
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
（
第
六
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章
　
秋
田
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
認
定
審
査
委
員
会
（
第
十
二
条
―
第
十
六
条
）

第
四
章
　
雑
則
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
認
定
及
び
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
利
用
の
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
リ
サ
イ
ク
ル
産
業
の
育
成
並
び
に

資
源
の
循
環
的
な
利
用
及
び
廃
棄
物
の
減
量
化
を
図
り
、
も
っ
て
循
環
型
社
会
の
形
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
　
循
環
資
源
（
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
循
環
資
源
を
い
う
。
）
を
原
材
料
の
全
部

又
は
一
部
と
し
て
製
造
又
は
加
工
さ
れ
る
製
品
を
い
う
。

二
　
半
製
品
等
　
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
う
ち
、
他
の
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

三
　
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
　
第
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
を
い
う
。

四
　
認
定
事
業
者
　
そ
の
製
造
、
加
工
又
は
販
売
（
以
下
「
製
造
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
に
つ
い
て
第
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
を
い
う
。

（
県
の
責
務
）

第
三
条

県
は
、
自
ら
率
先
し
て
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
を
利
用
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

県
は
、
市
町
村
に
対
し
、
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
利
用
を
推
進
す
る
た
め
の
技
術
的
助
言
及
び
情
報
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
優
先
的
な
利
用
に
配
慮
す
る
よ
う
要

請
す
る
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
事
業
者
及
び
県
民
に
よ
る
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
利
用
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
、
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
広
報
活
動
そ
の
他
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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（
市
町
村
の
責
務
）

第
四
条

市
町
村
は
、
国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
物
品
等
へ
の
需
要
の
転
換
を
図

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
優
先
的
な
利
用
に
努
め
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
区
域
に
お
い
て
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の

利
用
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
適
切
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
及
び
県
民
の
責
務
）

第
五
条

事
業
者
及
び
県
民
は
、
物
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
借
り
受
け
、
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
で
き
る
限
り
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
又
は
認
定
リ
サ
イ
ク
ル

製
品
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
役
務
を
選
択
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
認
定
及
び
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策

（
認
定
）

第
六
条

リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
製
造
等
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
は
、
当
該
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
が
次
に
掲
げ
る
要
件
（
県
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
者
の
製
造
等
に
係

る
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
限
る
。
以
下
「
認
定
要
件
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
知

事
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
製
造
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
販
売
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
と
き
に
限
る
も
の
と
す
る
。

一
　
県
内
の
工
場
又
は
事
業
場
で
製
造
又
は
加
工
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
規
則
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
県
内
で
発
生
す
る
循
環
資
源
又
は
半
製
品
等
（
県
内
で
発
生
す
る
循
環
資
源
を
原
材
料
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
原
材
料
と
す
る
こ
と
。

三
　
生
活
環
境
の
保
全
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場
で
製
造
又
は
加
工
さ
れ
る
こ
と
。

四
　
次
に
定
め
る
安
全
性
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

（一）

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
原
材
料
と
し
な
い
こ
と
。

（二）

そ
れ
に
含
ま
れ
る
物
質
が
土
壌
に
溶
出
す
る
可
能
性
が
あ
る
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
に
あ
っ
て
は
、
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
土
壌
の
汚
染
に
係
る
環
境
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

五
　
次
の
（一）
か
ら
（三）
ま
で
に
掲
げ
る
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（一）
か
ら
（三）
ま
で
に
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
で
あ
る
こ
と
。

（一）

日
本
工
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
に
規
格
の
定
め
が
あ
る
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
（
知
事
が
当
該
規
格
に
よ
ら
な
い
こ
と
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
し
て
秋
田
県
リ
サ
イ

ク
ル
製
品
認
定
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
（
（二）
に
お
い
て
「
特
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

日
本
工
業
規
格
又
は
日

本
農
林
規
格
に
定
め
る
規
格




